
令和３年８月１７日 １７時００分
資料配布 和歌山河川国道事務所

紀の川右岸３．２ｋ＋１０ｍ付近（和歌山市北島）において
堤防の法崩れが発生しました。（第１報）

令和３年８月１７日（火）に紀の川右岸３．２ｋ＋１０ｍ付近（和歌山市北島地先）の
堤防において法崩れが発生しました。現在堤防法面の応急復旧作業中です。
なお、堤防天端である県道和歌山港北島線については現在通行止めとなっております。

【被害状況】
場 所 ： 紀の川右岸 ３．２ｋ＋１０ｍ（和歌山県和歌山市北島地先）
日 時 ： 令和３年８月１７日（火）
概 要 ： 堤防天端からの法崩れ（延長約７ｍ）
その他 ： 県道和歌山港北島線は河西橋～北島橋で普通車通行止め

紀の川大橋～北島橋で大型車通行止め

＜取扱い＞

＜配布場所＞ 和歌山県政記者クラブ、和歌山県政放送記者クラブ、
和歌山県地方新聞記者クラブ

＜問合せ先＞ 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所

副所長（河川） 竹中 宏徳 （内線２０４）
た け なか ひ ろ の り

電話番号 ０７３－４２４－２４７１（代表）
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令和３年８月１７日（火）に紀の川右岸３．２ｋ＋１０ｍ付近（和歌山市北島地先）の堤防に
おいて法崩れが発生しました。現在堤防法面の応急復旧作業中です。

堤防法崩れの現場直近の和歌山雨量観測所では、降り始め（令和３年８月１７日午前０時
頃）からの総雨量で108mmとなっています。


